
第２章 ＤＶをめぐる現状

「※」印が付いている用語は、巻末で解説しています。

9



10



第２章 ＤＶをめぐる現状

国は、ＤＶ※に係る通報、相談、保護及び自立支援等の体制を整備することにより、ＤＶ防止

及び被害者の保護を図るため、国及び地方公共団体の責務等を規定した「ＤＶ防止法※」を平成

１３年４月に制定しました。

平成１６年には、離婚後（事実婚関係の解消後）の暴力や精神的暴力等を保護命令※の対象に

含める一部改正を行うとともに、ＤＶ対策に関する施策を示した「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針※（以下「基本方針」という）」を策定しまし

た。

平成１９年の一部改正では、心身に危害を加えるといった脅迫行為も保護命令の対象に含める

とともに、保護命令事項や保護命令による保護対象を拡大しました。また、ＤＶ防止に関する基

本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センター※の設置を市町村の努力義務としました。

さらに、平成２５年の一部改正では、生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同

生活を営んでいない者を除く。）からの暴力及び被害者についても、ＤＶ防止法を準用すること

としました。

具体的な取組としては、ＤＶに悩んでいることをどこに相談してよいか分からない被害者に対

し、身近な相談窓口を案内する「ＤＶ相談ナビ」を平成２１年２月から運用しています。これは、

全国共通ダイヤルから、最寄り又は希望する地域の相談窓口の電話番号や相談受付時間を案内す

るもので、ＤＶ被害の潜在化を防ぐ役割を果たしています。平成２２年２月には、「ＤＶ相談ナ

ビ」から相談窓口に電話を自動転送することが可能となり、速やかに被害者を相談窓口につなぐ

ことができるようにしました。

埼玉県は、平成１４年２月に策定した「埼玉県男女共同参画推進プラン２０１０」において、

「女性に対する暴力の根絶」を基本目標の一つとして掲げました。

また、平成１８年２月には、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を策定し、

ＤＶの発生防止、被害者の一時保護※、自立支援に取り組んできました。

平成２４年７月には、より一層総合的かつ効果的な施策を推進するため、「配偶者等からの暴

力防止及び被害者支援基本計画（第３次）」を策定しました。

国の取組１

埼玉県の取組２
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第２章 ＤＶをめぐる現状

新座市は、男女共同参画推進のための基本計画として平成１３年３月に策定した「第２次にい

ざ男女平等行動プラン」において、「女性に対する暴力の根絶」を基本課題の一つとして盛り込

んだほか、平成２４年３月には、「新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を

策定し、ＤＶ※の根絶に向けて、パープルリボン※運動やＤＶ防止パネル展などの各種事業を積極

的に行ってきました。

また、平成２３年３月には、ＤＶ防止並びに被害者の保護及び自立支援に関し、庁内関係部署

が連携し、的確かつ迅速に支援を行うための「新座市ドメスティック・バイオレンス対策庁内連

携会議※」を、関係機関及び団体からの意見又は助言を求めるための「新座市ドメスティック・

バイオレンス対策ネットワーク※」を併せて設置しました。

さらに、男女共同参画に関する市民の意識と実態を把握するため５年ごとに実施している「新

座市男女平等意識・実態調査※」に、ＤＶに関する調査項目を設け、本市におけるＤＶ被害の実

態についての調査・研究を進めています。

ＤＶに関する相談については、人権推進課に設置した女性困りごと相談室※で応じています。

この相談室では、日常生活の悩みごとを始めとする様々な相談にも対応していますが、相談が進

む中でＤＶが判明することも少なくありません。こうした場合は、相談者が適切な支援を受けら

れるよう、関係課などと連携しています。

ＤＶに関する相談件数については、女性困りごと相談室と児童福祉課に寄せられる相談は、毎

年延べ４５～９０件程度で推移（１３ページ表1参照）しております。しかし、相談しない・相

談できない被害者（１５ページ表３参照）が多くいるほか、自分自身がＤＶを受けていることに

気づいていない方もいるため、実際には更に多くのＤＶ被害者がいると考えられます。

また、本市が行うＤＶ被害者の緊急時における一時保護※に係る同行支援は年数件程度ですが、

市を経由せずに知人や親戚宅に避難する例もあるため、実際には一時保護を要するＤＶ被害者は

多くいるものと推測されます。

パープルリボンは、女性に対する暴力根絶のシンボルマークです。

新座市の取組３
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第２章 ＤＶをめぐる現状

１ ＤＶに係る相談件数（表1）

２ 新座市男女平等意識・実態調査結果
ここからは、新座市男女平等意識・実態調査報告書からＤＶに関する設問を抜粋したものです。

この調査は、市民の家庭、地域、職場など様々な場面における男女平等に関する意識と実態を

把握し、新たな男女共同参画行動計画の基礎資料とするため、平成２６年９月に新座市に在住す

る２０歳以上の方２,０００人を対象に実施しました。

なお、この調査は、５年に１度実施しています。

【表の見方】

（１） 回収数は、８９４人（女性：４５６人、男性：３５６人、回答しない：２人、無回

答：８０人）。

（２） 調査結果の比率は、その設問の回答者を基数として、小数点以下第２位を四捨五入

して算出しています。四捨五入の関係で、合計が１００％にならない場合があります。

（３） 複数回答形式の場合、回答比率の合計は通常１００％を超えます。

（４） 図表中の「n」（net）とは、その設問への回答者数を表します。小数点以下第１位

まで示した数値は、回答比率（％）です。

資料：新座市人権推進課・児童福祉課

※ 女性困りごと相談室の相談件数は、延べ件数です。児童福祉課の相談件数は、相談者の実人数（女性困りごと相談室から

引き継いで受けたものを含む。）です。
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第２章 ＤＶをめぐる現状

⑴ ＤＶ被害経験（表２）
問 これまでに、あなたの配偶者（パートナー）から、次のようなことをされたことがありますか。

（○は各項目に一つ）

「何を言っても無視をされた」は女性と男性に大きな差は見られない。また、「大声でどなられ

たり、殴るふりをしておどされた」、「『だれのおかげで食べられるんだ』『給料が少ないくせに』『役

立たず』などと人格を否定することを言われた」、「殴る、蹴るなどの暴力をふるわれた」は女性の

割合が男性より高くなっている。

女性（ｎ=３９６） 男性（ｎ=２９３）

生活費を渡してくれないなど、経済的に
困窮させられた

命の危険を感じるほどの暴力を
ふるわれた

見たくないのに、ポルノビデオや
ポルノ雑誌を見せられた

避妊に協力してくれなかった

おどしや暴力によって、性的な行為を
強要された

あなたが大切にしているものを、わざと
壊したり捨てたりされた

「だれのおかげで食べられるんだ」などと
人格を否定することを言われた

大声でどなられたり、殴るふりをして
おどされた

殴る、蹴るなどの暴力をふるわれた

何を言っても無視をされた

交友関係や電話、行動を細かく
監視された
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0.8

0.5
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0.8

4.3

6.6

3.5

12.1

13.9

6.3

1.0
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(%)
7.6 18.4 61.4 12.6

っ

た

あ
っ

た

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）

 だれのおかげで食べられるんだ」「給料が
少ないくせに」「役立たず」などと人格を
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第２章 ＤＶをめぐる現状

⑵ 被害時の相談状況（表３）
問 だれかに打ち明けたり、相談したりしましたか。（○は一つ）

「相談しようとは思わなかった」は、男性（８４.０％）の割合が高く、女性（５１.５％）との

差が大きい。また、「相談した」は、女性（２１.５％）の割合が男性（７.４％）より高くなって

いる。

⑶ 被害時の相談先（表４）
問 実際に、だれ（どこ）に相談しましたか。（あてはまるもの全てに○）

全体では、「友人・知人」が７１.７％で最も多く、次いで「家族」（５６.５％）、「医師・カウ

ンセラー」、「公的な相談窓口・電話相談など」（ともに６.５％）となっている。

性別では、「家族」に相談した男性（８５.７％）の割合が女性（４５.７％）より高くなってい

る。

友人・知人

家族

医師・カウンセラー

公的な相談窓口・電話相談など

職場の上司

弁護士

新座市女性困りごと相談室

同じ経験をした人

その他

71.7

56.5

6.5

6.5

4.3

4.3

4.3

2.2

4.3

74.3

45.7

5.7

5.7

5.7

2.9

5.7

2.9

5.7

85.7

85.7

14.3

14.3

-

14.3

-

-

-

25.0

100.0

-

-

-

-

-

-

-

0 20 40 60 80 100

全体 n=(46)  

女性 n=(35)  

男性 n=(7)  

無回答等 n=(4)  

(%)

全体 (286)

女性 (163)

男性 (94)

無回答等 (29)

ｎ

21.5

7.4

13.8

16.0

2.1

13.8

51.5

84.0

55.2

11.0

6.4

17.2

(%)
16.1 11.2 62.6 10.1

た た
か
っ

た

談
し

な
か
っ

よ
う

と
は

思

た

相談した 相談したかったが、

相談しなかった

相談しようとは

思わなかった

無回答

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）
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第２章 ＤＶをめぐる現状

⑷ ＤＶ被害を受けた時の子どもの目撃状況（表５）
問 DVを受けた時に、子どもはそれを見たことはありましたか。（○は一つ）

全体では、「あった」が５０.５％、「なかった」が２８.２％、「わからない」が２１.３％となっ

ている。性別では、「あった」は男女で同じ割合であるが、「なかった」は女性（３２.８％）が男

性（１３.２％）より多く、「わからない」は男性（３５.８％）が女性（１６.４％）より多くなっ

ている。

⑸ デートＤＶの被害状況（表６）
問 １０代、２０代の時に、交際相手から以下のようなことをされたことがありますか。

（○は各項目に一つ）

被害経験（「10代にあった」＋「20代にあった」＋「両方ともあった」）としては、「メールを

チェックされたり、メールの返事をすぐに返さないと言って怒られたりした（する）」（７.5％）、「人

格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的な嫌がらせをされた（される）」

（７.３％）となっている。

【全体】
n=（602）

殴られたり、蹴られたり、物を投げ
つけられたり、突き飛ばされた（される）

人格を否定するような暴言や交友関係を
細かく監視するなどの精神的な嫌がらせを

された（される）

あなたやあなたの家族への危害を
ほのめかすなどの脅迫をされた（される）

メールをチェックされたり、メールの返事を
すぐに返さないと言って怒られたりした（する）

性的な行為を強要された（される）

お金を貸しても返さない、いつもおごらされる
ことがあった（ある）

1.3 

1.2 

1.5 

0.8 

0.8 

2.8

5.3

1.7

4.5

2.5

2.7

0.8

0.8

0.2

1.5

1.2

1.5

0 5 10

１０代にあった

２０代にあった

両方ともあった

（％）

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）

全体 (188)

女性 (116)

男性 (53)

無回答等 (19)

ｎ

50.9

50.9

47.4

32.8

13.2

42.1

16.4

35.8

10.5

(%)
50.5 28.2 21.3

た

た

ら

な

い
あった なかった わからない
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第２章 ＤＶをめぐる現状

【性別】

【女性】（n=323） 【男性】（n=230）

⑹ デートＤＶの相談状況（表７）
問 だれかに打ち明けたり、相談したりしましたか。（○は一つ）

全体では、「相談しようとは思わなかった」は５１.０％、「相談した」は３３.７％、「相談した

かったが、相談しなかった」が１４.４％となっている。

性別では「相談しようとは思わなかった」は男性（６９.０％）が女性（４３.９％）より多く、

「相談した」は女性（３９.４％）が男性（１３.８％）より多くなっている。

1.7

0.9

-

1.7

0.9

0.4

0.9

2.2

-

2.2

0.4

0.9

0.9

0.4

-

2.2

0.4

2.6

0 5 10

１０代にあった

２０代にあった

両方ともあった

（％）

殴られたり、蹴られたり、
物を投げつけられたり、
突き飛ばされた（される）

人格を否定するような暴言や
交友関係を細かく監視するなどの
精神的な嫌がらせをされた（される）

あなたやあなたの家族への
危害をほのめかすなどの
脅迫をされた（される）

メールをチェックされたり、
メールの返事をすぐに返さないと

言って怒られたりした（する）

性的な行為を強要された（される）

お金を貸しても返さない、
いつもおごらされることが

あった（ある）

1.2 

1.2 

1.5 

0.9 

1.2 

4.3 

7.4 

2.5 

5.6 

4.0 

3.7 

0.9

1.2

0.3

1.2

1.2

0.9

0 5 10（％）

全体 (104)

女性 (66)

男性 (29)

無回答等 (9)

ｎ

39.4

13.8

55.6

16.7

13.8

43.9

69.0

44.4

3.4

(%)
33.7 14.4 51.0 1.0

か
っ

た

し

な

か
っ

う

と

は

思

た

相談した 相談したかったが、

相談しなかった

相談しようとは

思わなかった

無回答

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）
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第２章 ＤＶをめぐる現状

⑺ デートＤＶの相談先（表８）
問 実際に、だれ（どこ）に相談しましたか。（あてはまるもの全てに○）

全体では、「友人・知人」が８５.７％で最も多く、次いで「家族」（２８.６％）となっている。

性別では、男女とも「友人・知人」が最も多い。

友人・知人

家族

医師・カウンセラー

職場の上司

同じ経験をした人

弁護士

公的な相談窓口・電話相談など

新座市女性困りごと相談室

その他

85.7

28.6

5.7

2.9

-

-

-

-

2.9

84.6

30.8

3.8

3.8

-

-

-

-

-

100.0

-

25.0

-

-

-

-

-

-

80.0

40.0

-

-

-

-

-

-

20.0

0 20 40 60 80 100

全体 n=(35)  

女性 n=(26)  

男性 n=(4)  

無回答等 n=(5)  

(%)

資料：新座市男女平等意識・実態調査（平成２６年９月）
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